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千代田区議会議長桜井ただし様

環境まちづくり特別委員会委員長小林

都市再開発法3条3号に関する区の認識の確認及び住民に対する説明・協議の機会を

つくることを求める陳情書

陳情

たかや様

1 外神田一丁目南音蹴也区(以下、「本区域」といいます。)内の士地の利用状況が都市再開

発法3条3号の「士地の利用状況が著しく不健全であること」に該当するか否か、区の認

識を区議会で確認、してください。

2 区が本区域内の「士地の利用状況が著しく不健全である」と認識しているのであれぱ、

速やかに本区域内の住民に対して区の認識を説明し、協議する機会を作ってください。

2022年{ρ月3日

陳情の理由

本区域では第一種市街地再開発事業を施行することを前提としてまちづくりについて議

論がなされています。都市再開発法(以下、「都再法」といいます。)では、第一種市街地再

開発事業について、都市計画に定めるべき施行区域は、「当該区域内に十分な公共施設がな

いこと、当該区域内の士地の利用が細分されていること等により、当該区域内の士地の利用

状況が著しく不健全であること」(都再法3条3号)が必要です。

外神田一丁目南音陟也区(以下、「本区域」といいます。)には、既に公共施設があり、士地

の利用が細分されている状況ではありません。私たちは、本区域内の「士地の利用状況が著

しく不健全である」とは考えていません。また、これまで千代田区から本区域の士地の利用

状況が著しく不健全であるとの指摘を受けたことはありません。このようなことから、私た

ちは、本区域は都再法3条3号の要件には該当しないと考えています。

第一種市街地再開発事業の認可は都知事が行いますが、それに先立ち施行区域を定める

都市計画は区が行います。そこで、区が都再法3条3号に本区域は該当すると認識している

のか否か、区議会において確認していただきたくぉ願いします。

陳情者

陳情の趣旨
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もし区が本区域の「士地の利用状況が著しく不健全である」と認識し、都再法3条3号に

該当するとするのであれぱ、区が具体的にどのような点が「著しく不健全である」と考えて

いるのかを、本区域の住民(借家人を含む)に対して説明するとともに、住民と協議する機

会を速やかにつくっていただけますようにお願いします。

以上



、

昭和四十四年法律第三十八号

都市再開発法

第一章の二第一種市街地再開発事業及て嘩二種市街地再開発事業1こ関する

都市計画

(第一種市街地再開発事業の施行区域)

第三条都市計画法第十二条第二項の規定{こより第一種市街井^開発事業について

都市計画に定めるべき崩テ区域は、第七条第一項a^定による市街地再開発促進

区域内の士地0"J区域又"ιネ次に掲げる条件{こ該当する土地の区域でなιj才'Uよならな

い。

当該区域力鴨度利用地区、都市再生特別地区、特定用途,秀導地区又は特定地

匿t画等区域内にあること。

当該区域内にある耐火建築物健築基準法第二条第九号の二に規定する耐火^

建築物をいう。以下同0。)で次に掲げるもの以外のもの0、J建築面積の合計

が、当該区域内にある全ての建築物の建築面積,の合'討のおおむね三分の一以下

であること又は当該区潮勾(こある耐火建築物で次ιこ掲げるもの以夕M)ものα撤

地面積の合こ計力气当該区域内の全ての宅地の面積の合計のおおむね三分の一以
下であること。

イ地階を除く階数が二以下であるもの

口政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの

八災害その他a漣由により口に掲げるものと同程度α騰能低下を生0ている

もの

建築面積が、当該区域に係る高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途

誘導地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に閲する都市

計画(以下「高度利用地区等に閲する都市計画」という。)において定めら

れた建築物の建築面積の最偏1艮度の四分の三末満であるもの

ホ容積率(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延ぺ面

積の合計を算定の基礎とする容積率。以下同じ。)が、当該区域に係る高度

利用地区等に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度

の三分の一未満であ、るもの

へ都市計画法第四条第六項{こ規定する都市計画施設(以下「都市、計画施設」

という。)である公共施設の整備{こ伴い時却すぺきもの

当該区域内に,,分な公書埼蛮助κない,こと、当該区域内の士地の罰」用が細分さ^

れていること等により、当該区域内の士地の利用状況力曙しく不健全であるこ
と。

四当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市区触能の更新に貢献す

ること。

添付資料
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